


記 

 

１．抗インフルエンザウイルス薬について、返品が生じないよう、過剰な発注は

厳に控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いしたいこ

と。 

 

２．薬局におかれては、処方された抗インフルエンザウイルス薬について、自ら

の店舗や系列店舗だけでは供給が困難な場合であっても、地域の薬局間にお

ける連携により可能な限り調整をしていただきたいこと。 

 

３．医療機関及び薬局におかれては、吸入薬の利用が可能な５歳以上のインフル

エンザ患者に対しては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップではなく、吸

入薬の処方を検討いただく等、医薬品の供給状況によって、他社製品や代替薬

の使用についても考慮していただきたいこと。 

なお、医療用医薬品の供給状況については、厚生労働省のウェブサイトにお

いて参照可能であること。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/k

ouhatu-iyaku/04_00003.html 
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